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１ 事業名 

《吉富モデル》吉富フォーユー会館研修棟空調機器更新賃貸借事業及び電力供給事業 

 

２ 対象施設、機器 

  吉富フォーユー会館 研修棟（福岡県築上郡吉富町大字広津４１３番地１） 

（１）１階 

①事務室：パッケージエアコン４台更新 

②応接室：パッケージエアコン２台更新 

③書類倉庫：パッケージエアコン２台更新及びルームエアコン１台撤去 

④管理人室：パッケージエアコン１台更新及びルームエアコン１台撤去 

⑤管理人室横：パッケージエアコン１台更新 

⑥調理実習室：パッケージエアコン４台更新 

⑦小研修室（和室）：パッケージエアコン２台更新及びルームエアコン１台撤去 

⑧クラウド型遠隔監視システム：１式 

⑨廊下：パッケージエアコン２台更新 

⑩楽屋（洋室）：パッケージエアコン１台更新及びルームエアコン１台撤去 

⑪楽屋（和室）：パッケージエアコン１台更新及びルームエアコン１台撤去 

⑫その他付随する機器等 

（２）２階 

①大研修室（１）：パッケージエアコン４台更新 

②大研修室（２）：パッケージエアコン４台更新 

③映写室：パッケージエアコン２台更新 

④視聴覚室：パッケージエアコン４台更新 

⑤図書室：パッケージエアコン４台更新 

⑥書庫：パッケージエアコン１台更新 

⑦廊下：パッケージエアコン２台更新 

⑧その他付随する機器等 

（３）３階 

①和室（１）：パッケージエアコン２台更新 

②和室（２）：パッケージエアコン２台更新 

③会議室：パッケージエアコン４台更新 

④奥研修室：パッケージエアコン２台更新 

⑤書類倉庫：パッケージエアコン２台更新 

⑥倉庫（２）：パッケージエアコン２台更新 

⑦廊下：パッケージエアコン３台更新 

⑧音響調整室：パッケージエアコン３台更新 

⑨その他付随する機器等 

 

３ 事業期間 

工事期間    ：契約日から令和７年１２月３１日 

賃貸借期間   ：引き渡し翌日から１５年間（１８０月） 

電力供給契約期間：令和７年１２月１日から賃貸借期間の終期まで。 

※ 本事業の実施事業者の提案により、別途電力供給契約（単年度：更新規

定あり）を締結することを基本とする。後年、契約内容に変更の必要があ

る場合は、町と実施事業者との協議により、契約内容の変更を決定するこ

とを想定している。 

４ 事業内容 

（１）空調機器の作業計画 

作業の工程や手法などを、町の業務や来館者、職員、近隣地域に与える影響ができる限り

少なくなるよう計画すること。 
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（２）空調機器の改修・更新に係る改修図面等の作成を行うこと。 

（３）空調機器の改修・更新 

既存空調機器の撤去作業、新設空調機器の設置作業を行うこと。 

（４）空調機器の維持管理 

賃貸借契約期間中の維持管理を行うこと。空調機器の定期点検、保守点検、清掃、故障時

の対応等を行うこと。 

（５）電力の供給 

   実質 CO２ゼロエミッション１００％の電気とする。 

（６）その他付随する業務 

本事業に必要な付随する業務を行うこと。 

 

５ 適用基準等 

本事業の実施にあたっては、関係法令、条例、規則、要綱を遵守するとともに、各種基準、指

針等についても本事業の要求仕様と照らし、適宜参考とすること。 

また、関係法令、条例、規則、要綱、基準、指針等は全て公募時点において最新版を参考とす

ること。 

なお、本事業の実施に関して特に留意すべき関係法令、条例、適用基準等は次のとおりである。 

（１）法令等 

①建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

②消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

③労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

④労働基準法（昭和２２年法律第４９号）石綿障害予防規則（平成１７年厚生労働省令２１

号等を含む。） 

⑤電気事業法（昭和３９年法律第１７０号） 

⑥騒音規制法（昭和４３年法律第９８号） 

⑦振動規制法（昭和５１年法律第６４号） 

⑧建設業法（昭和２４年法律第１００号） 

⑨フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成１３年法律第６４号、以下

「フロン排出抑制法」という。） 

⑩建築物における衛生環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号） 

⑪国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号、以下

「グリーン購入法」という。） 

⑫廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

⑬建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号） 

⑭エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和５４年法

律第４９号、以下「省エネ法」という。） 

⑮その他関連する法令等 

（２）参考基準・指針等 

  仕様書・図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の、以下の基

準類を、町と協議の上、準拠するものとする。 

①公共建築工事標準仕様書（建築工事） 

②公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 

③公共建築工事標準仕様書（機械機器工事編） 

④公共建築改修工事標準仕様書（機械機器工事編） 

⑤公共建築工事標準仕様書（電気機器工事編） 

⑥公共建築改修工事標準仕様書（電気機器工事編） 

（３）施工における提出書類等 

  施工業務及び施工管理における提出書類については、「８ 提出書類一覧」を漏れなく提出

するとともに、以下の手引きを準拠し、町へ報告すること。 

 ①工事の手引き（福岡県 建築都市部 営繕設備課・県営住宅課） 
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６ 事業関連資料等の取扱い  

（１）町が提供する図面等の資料は、一般公表することを前提としていない情報であるため、関

係者以外配布禁止とし、取扱いに注意すること。 

（２）事業者は、提供された資料等を本事業に係る業務以外で使用しないこと。また、不要にな

った場合には、速やかに返却すること。 

（３）提供した資料等を複写等した場合は、内容が読み取られないように処理した上、上記

（２）の返却時までに全て廃棄すること。 

（４）事前見学及び、本事業で知り得た情報及び提供した情報は、他に漏らさないこと。 

 

７ 仕様 

（１）空調機器更新工事（空調機器更新賃貸借事業） 

空調機器更新工事は、個別運転制御システムとし、以下の記載事項のほか、別紙平面図等を

参照すること。なお、空調機器等に関する平面図等は現在の設置状況を把握する参考資料と

し、各社提案を行うものとする。 

〈１〉共通事項 

 ①本事業全体を総合的に把握し、各業務間の連絡・調整を適切に行う統括管理責任者を１名

選任すること。なお、統括管理責任者は代表事業者の常勤の自社社員とすること。 

 ②施工業務を総合的に管理する施工業務責任者（主任技術者または、必要に応じて監理技術

者）と、工事現場の一切の事項を処理する現場代理人を定めること。なお、施工業務責任

者及び現場代理人は、代表事業者又は協力事業者の常勤の自社社員とすること。 

③作業においては、安全管理及び施工管理に十分注意すること。 

④作業工程については、事前に町と調整を行うこと。 

⑤会館及び近隣への影響（騒音、臭気、粉塵、振動等）に配慮すること。 

⑥環境負荷の少ない機器を採用すること。 

⑦耐久性の高い機器を採用すること。 

⑧費用対効果の高い機器を採用すること。 

⑨既存建物や機器に影響を極力与えない機器とすること。 

⑩更新事業を行う際に、不要となる器具等は、町と協議の上、極力撤去とすること。 

また、特殊な仕様がある場合は、この特記仕様書の記載の限りではなく、別途、町と協議

により仕様を決めるものとする。 

  ⑪事業の適正な進捗管理を行うため、見積額について、より詳細な内訳の提示を求めること

がある。 

〈２〉空調機器 

①既設空調機器の状況から、その機能や能力が同等かそれ以上となるよう提案するととも

に、グリーン購入法適合品及び２０１５年省エネ法基準値クリア機器とすること。 

②設置場所については事前に町と協議を行うこと。 

③工事期間中は、養生シート等で埃が被らないようにすること。 

④冷媒ガスについて関係法令（フロン類の使用の合理化及び監理の適正化に関する法律等）

を遵守の上、適切に回収・処分すること。 

⑤天井補修が必要な個所は天井補修（開口補強含む）等を見込むこと。 

⑥集中制御機器は、運転状況等、確認（見える化）が可能な機器へ更新すること。 

   また、個別リモコンも町と協議の上、設置すること。 

⑦既存空調機器については撤去すること。なお、既存ルームエアコンについては取り外しの

上、適切に保管し、工事終了後に町に引き渡すこと。 

⑧空調方式は、電気式、ガス式等を問わないものとする。 

⑨空調の性能（効率性、快適性、操作性、安全性への配慮） 

（ア）空調の性能（使用、台数等）の決定にあたっては、快適で健康的な室内環境を提供す

ることに配慮すること。 
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（イ）導入される空調機器については、メーカーを統一し、機器運用上の操作性・統一性を

確保すること。 

（ウ）改修に使用する材料、工法は、安全や環境に配慮すること。 

⑩デマンド制御可能とすること。 

〈３〉配管工事 

①冷媒配管は、全て、新規の配管に交換すること。 

②新設する配管は適切なサイズを見込み、結露等の対策を行うこと。 

③ドレン配管、既存の操作線類の流用は可とするが、事前に町と再使用する旨を協議するこ

と。 

④不要な配管類は、町と協議の上、極力撤去とするが、やむを得ず残置する場合は、不使用

であることを明示すること。 

〈４〉電気工事 

①既設電源線の流用は可とするが、ブレーカは適切なものに交換すること。 

②必要があれば新規の配線に交換すること。 

③機器更新後の電気容量を、事前に町と協議すること。 

〈５〉非常時・緊急時の対応 

①事故、火災等への対応を行うこと。  

②事故等が発生した場合は、直ちに被害拡大の防止に努めるとともに、町へ報告すること。 

〈６〉検査 

①業務完了後速やかに自主検査を実施すること。 

②上記①の自主検査完了後、検査結果を町に報告すること。 

なお、町は、必要に応じて自主検査に立ち会うことができるものとする。 

  ③改修・更新が完了した際は、速やかに「８ 提出書類一覧」に示す書類を提出すること。 

  ④上記②の自主検査を実施後、町の完了検査を受けること。なお、指摘事項は、賃貸借開始

前日までに速やかに是正を完了し、是正報告書を書面により町に提出し、承認を得るこ

と。 

⑤検査によって不合格になった箇所については、受注者の責において賃貸借期間開始日ま

でに修補し、町の検査を受けること。 

〈７〉賃貸借業務 

①賃貸借業務に含まれる内容 

（ア）空調機器及び設置に必要な配管、配線その他付属品一式  

（イ）空調機改修に係る改修図面の作成 

（ウ）空調機器設置に係る作業費 

  （エ）既存器具等の処分費用 

  （オ）貸借金利 

  （カ）保険費用（動産総合保険含む） 

  （キ）維持管理費用（定期点検、故障時の修理等） 

  ②フロン排出抑制法に基づき定期点検及び簡易点検を実施すること。その他法令等により点

検が必要なものについても実施すること。また、点検結果報告書を町に提出すること。 

③故障発生時には、町の要請により直ちに技術者を派遣し対応すること。 

④故障発生を把握した場合には、適時対応すること。 

⑤年２回の空調機器室内機及び全熱交換機のフィルター清掃を実施すること。 

⑥点検時に発見した不具合は、早急に対応すること。 

⑦保守管理に必要な機材、器具及び部品等を準備し、その費用も見込むこと。 

  ⑧町からの問合せや照会等には、平日の午前８時半から午後５時までの間、連絡が可能な体

制とすること。 

  ⑨保守管理に係る費用（定期点検、故障対応、修理費用、フロン点検、フィルター清掃、部

品等の費用全てを含む。）は、全て賃貸借金額に含むものとし、契約期間中、別途費用は

発生しないものとする。 
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  ⑩賃貸借期間中は、更新した空調熱源機器等のフルメンテナンス（定期点検及び補修等の保

守保全、消耗品の提供等）を含み、トラブルなく良好な運転が維持できるものとするこ

と。 

  ⑪賃貸借期間開始の１か月前までに、維持管理業務計画書を作成し、町に提出して承認を得

ること。なお、賃貸借期間中に維持管理業務計画書の内容を変更する場合は、事前に町と

協議すること。 

⑫事業年度ごとの維持管理業務の開始１か月前までに、年間業務計画書を作成し、町へ提

出して承認を得ること。 

〈８〉その他 

①事前調査業務 

（ア）設計業務着手前に業務期間中における手戻りが発生しないよう、事前調査を適切に実

施し、町と十分協議すること。 

（イ）事前調査により空調機器等更新工事に支障をきたす状況が想定された場合は、町に報

告し協議を行うこと。 

②機器使用開始前に試運転調整を実施すること。 

  ③公道からの車両進入等については、安全に十分配慮すること。状況に応じて交通誘導員を

配置するなど安全対策を確実に行うこと。また、車両による搬出入の際は、散乱防止処置

を行うこと。 

  ④改修作業中に他の工事等が重なった場合は、各受注者と調整し、事故及び紛争等を防止す

ること。 

⑤設置期間中は、養生シート等で施設や他の機器にほこりが被らないようにすること。 

  ⑥設置するにあたり、支障となる構造物、工作物、機器等は、事前に町に報告し、移設・養

生を行い、作業終了後は復旧すること。この費用についても見込むこと。 

  ⑦設置中に第三者及び既設物を損傷した場合は、町に報告し、速やかに受注者の責任で補修

すること。完了後は、町の承認を得ること。 

  ⑧賃貸借期間終了後、空調機器等は町に無償譲渡とする。 

  ⑨⑧のため、賃貸借料に固定資産税相当額を含めないこと。 

⑩町が提供する図面等の資料は、一般公表することを前提としていない情報であるため、関

係者以外の配布を禁止することとするので、取扱いに注意すること。 

⑪受注者は、提供された資料等を本事業に関わる業務以外で使用しないこと。また、不要に

なった場合には、速やかに返却すること。 

  ⑫事前調査及び本事業で知り得た情報及び提供した資料は、他に漏らさないこと。 

  ⑬受注者は、本機器の設置作業、その他維持管理作業等において、吉富町内を含む近隣市町

村の事業者を積極的に活用することとし、地域経済への貢献に資するよう配慮すること。 

⑭諸官庁との調整業務を滞りなく速やかに行うこと。 

⑮書類・図書等の提出 

本仕様書の添付資料に記載のある書類を作成し、管理すること。また、事前に町の確認を

受けること。 

⑯申請業務 

本工事にあたり必要となる各種許可申請、届出等がある場合は、受注者の責任において、

適切に実施すること。また、町に報告すること。 

  ⑰撤去物等の処理 

   本工事による撤去物、廃材等の処分は、「建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法

律」に基づき適正に処理を行い、マニュフェスト及び産業廃棄物処分許可業者との契約

書、許可書の写しを提出すること。 

  ⑱本仕様に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、協議により定める。 

〈９〉適用可能な補助金等の申請業務 

①受注者は、本事業に適用可能な民間事業者への補助金等の積極的な活用を図ることとす

る。なお、申請に伴う費用（実績報告等含む）は、事業者側の負担とする。 

②補助金申請スケジュールは、補助金等の執行団体が示す期間とする。 
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③補助金申請業務の内容 

（ア）事業者は、町と共同で、補助金等の申請手続きを行うこと。 

（イ）事業者は、補助金等の採択に必要な要件を満たす、機器を採用すること。 

（ウ）事業者は、補助金等の申請に必要な書類及び資料を作成すること。 

（エ）事業者は、補助金等の申請に必要な調査及びデータの整理を行うこと。 

（オ）事業者は、補助金等の採択後、補助金等の執行団体から示されるスケジュールに従

い、実績報告書等を作成すること。 

（カ）補助金等が交付を受ける場合は、契約金額の変更契約（減額）を行うこと。 

（キ）補助金不採択時も、事業は、予定通り遂行するものとする。 

〈１０〉所有権移転業務 

①〈８〉⑧に記載のとおり、賃貸借契約期間終了後、本事業で設置する物件の所有権を町に

引き渡すこと。 

 

（２）電力供給事業 

〈１〉供給電気の種類等 

  供給する電力量全体に、非化石証書等を使用することで、ＣＯ２排出係数（調整後排出係数）

をゼロとし、実質的に CO２ゼロエミッション１００％の電気を供給すること。 

  非化石証書を用いる場合、非化石証書の種類は問わない。また、電源種は指定しない。 

〈２〉電力供給条件 

  ①供給電力方式：交流３相３線式 

  ②標準電圧  ：６，０００Ｖ 

  ③計量電圧  ：６，０００Ｖ 

  ④標準周波数 ：６０Ｈｚ 

  ⑤受電方式  ：常用１回線受電 

 〈３〉契約（案）及び見積金額  

①町が示す施設の電気使用量（直近１年間の使用量）から次の電気料金を試算すること。 

ア）提案する契約内容による試算。 

イ）ア）に加え、省エネ機器の導入による電力使用量の減少を見込んだ試算。 

②電力供給契約（単年度：更新規定あり）の締結を想定している。 

 なお、吉富町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成１７年条例第

１２号）第３条（契約の期間）では、「長期継続契約を締結することができる契約の期間

は、５年以内とする。ただし、町長が必要と認める契約にあっては、１０年以内で町長が

別に定める期間とする。」と規定している。 

③後年の電気料金の変動については、価格の長期安定性、低価格を望み、旧一般電気事業者

の電気料金及び日本卸電力取引所（JERX）の市場価格（以下「市場価格」という。）が下

降した場合には価格を下げ、市場価格が上昇した場合でも、できる限り大きな変動の無い

安価な価格設定となるよう努めること。 

〈４〉履行期間 

令和７年１２月１日から賃貸借期間の終期までの間、本事業の実施事業者の提案により電力

供給契約（単年度：更新規定あり）を締結することを基本とする。 

〈５〉支払い 

  電力料金は、支払い義務が発生する日は、原則として計量日とし、町が適法な請求を受けた

日から３０日以内に支払う。 

 

８ 提出書類一覧  

（１）事業契約締結時提出資料 

品目 部数 体裁 媒体種別 備考 

紙 電子 
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統括管理業務責任者の通 

知書 

１ Ａ４ 〇 ― 雇用関係の分

かる資料を添

付すること 

事業実施体制図 １ 任意 〇 ― 連絡体制等 

 

（２）設計業務時提出資料 

■ 設計業務 

品目 部数 体裁 媒体種別 備考 

紙 電子 

機器設計図 任意 任意 〇 〇  

 

（３）施工業務時提出資料 

■ 施工業務着手前 

品目 部数 体裁 媒体種別 備考 

紙 電子 

施工業務責任者の通知書 １ Ａ４ 〇 ― 雇用関係の分かる資料

を添付すること 

現場代理人の通知書 １ Ａ４ 〇 ― 雇用関係の分かる資料

を添付すること 

組織体制図 １ Ａ３ 〇 ― 資格証・免許証の添付 

施工業務計画書 

 

１ 任意 〇 ― ・業務組織計画 

・担当技術者名簿 

・業務分担表 

・経歴書 

（資格証・免許証） 

・緊急連絡表 

・安全作業計画 

・連絡体制等 

施工計画書 

 

１ 任意 〇 ― ・施工工程表 

・仮設計画 

・搬出入計画 

・その他工事計画等 

施工体制台帳 １ Ａ３ 〇 ― 更新した場合は、適宜

承認を得ること 施工体系図 １ Ａ３ 〇 ― 

着手届 １ 任意 〇 ―  

 

■ 施工業務中 

品目 部数 体裁 媒体種別 備考 

紙 電子 

納入仕様書 １ Ａ４ 〇 〇 採用する材料

及び機器につ

いては、承認

を得ること 

機器施工図 １ Ａ３ 〇 〇  

月次報告書 １ Ａ４ 〇 ― ・工事日報 

・工事写真 

(埋設部分含) 
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・実施工程表 

打合わせ議事録 １ Ａ４ 〇 ― 会議参加人数

分 打合せに必要な施工資料 １ 任意 〇 ― 

 

■ 施工業務完了時 

品目 部数 体裁 媒体種別 備考 

紙 電子 

完成図書 

 

１ Ａ４ 〇 〇 ・機器完成図 

・機器性能試 

験報告書 

・各種保証書 

・納入業者一 

覧表等 

試運転調整記録 １ 任意 〇 ―  

完成図 １ 任意 〇 〇  

工事写真 １ Ａ４ 〇 ―  

産業廃棄物管理表等 

 

１ Ａ４ 〇 ― マニフェスト

等の写し 

付属品 １ Ａ４ 〇 ― 付属品リスト

を含む 

自主検査記録 １ 任意 〇 ―  

事業者による完成記録 １ 任意 〇 ―  

工事完成通知書 １ Ａ４ 〇 ―  

 

（４）維持管理業務時提出資料 

■ 維持管理業務着手前 

品目 部数 体裁 媒体種別 備考 

紙 電子 

維持管理業務責任者の通

知書 

１ Ａ４ 〇 ―  

維持管理業務計画書 １ 任意 〇 ― 賃貸借開始の

１か月前まで 

年間業務計画書 １ 任意 〇 ― 事業年度ごと

の維持管理業

務開始の１か

月前まで 

 

■ 維持管理業務中 

品目 部数 体裁 媒体種別 備考 

紙 電子 

空調機器点検記録等資料 

（各種報告書） 

１ Ａ４ 〇 〇 点検等実施

後、適宜 

 

（５）その他  

その他町が要求する書類  


